
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九｜

二
四
（
通
勤
手

当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
二
四
―
二
一

人
事
院
規
則
九
―
二
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
二
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前



（
届
出
）

（
届
出
）

第
三
条

職
員
は
、
新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の

第
三
条

職
員
は
、
新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
人

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
人

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の

実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者

実
情
を
す
み
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

い
。
同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

な
い
。
同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

合
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
職
員
た

（
新
設
）

る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合

（
確
認
及
び
決
定
）

（
確
認
及
び
決
定
）

第
四
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る

第
四
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る



届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通

勤
用
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

勤
用
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

（
以
下
「
定
期
券
」
と
い
う
。
）
の
提
示
又
は
第
十
五

（
以
下
「
定
期
券
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
る
等

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
職
員
た
る
要
件

の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
二
条

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
求

第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の

め
る
等
の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第

者
に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定
し
、
又
は
改

十
二
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定

し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

（
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

基
準
）

基
準
）

第
六
条

普
通
交
通
機
関
等
（
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項

第
六
条

普
通
交
通
機
関
等
（
新
幹
線
鉄
道
等
及
び
橋
等



に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道

以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下

通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に

同
じ
。
）
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
、
時
間
、

照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常

距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と

の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す

認
め
ら
れ
る
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算

る
。

出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

運
賃
等
相
当
額
（
次
項
及
び
第
八
条
の
三
第
二
号
に
お

運
賃
等
相
当
額
（
次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」

い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
該

と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
の
区
分
に

交
通
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

額
）
と
す
る
。



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
）

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
）

第
八
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

第
八
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

（
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る

（
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ

つ
て
、
そ
の
利
用
す
る
普
通
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

つ
て
、
そ
の
利
用
す
る
普
通
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み



利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が

ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を

使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
職
員

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

あ
る
職
員

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

め
る
額

め
る
額
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り

の
運
賃
等
相
当
額
（
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃

等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め

る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち

最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）



二

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

二

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の

の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
二
以

月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
普
通
交
通
機
関
等
が
二
以

上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
と
い

計
額
。
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

う
。
）
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
以
上
で

等
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る

あ
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

同

額
以
上
で
あ
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

項
第
一
号
に
定
め
る
額

く
。
）

同
項
第
一
号
に
定
め
る
額

三

（
略
）

三

（
略
）

（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
）

（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
）

第
十
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

第
十
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
職
員
は
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員

め
る
職
員
は
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る

で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の

場
合
に
は
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
官
署



と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト

の
移
転
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要

ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
も

す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生

の
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善

ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤

が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
交
通
事
情
等
に

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ

照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上

の
と
す
る
。

で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困

難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

第
十
一
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
一
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
住
居
は
、
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す

定
め
る
住
居
は
、
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す

る
官
署
の
移
転
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る

る
官
署
の
移
転
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い

次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
。

て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に

変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人



事
院
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
と
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
直

前
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹

線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ

に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、

当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用

す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る

駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い



う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お

い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後

の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と

新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

（
新
設
）

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
の
基
準
）

（
削
る
）

第
十
二
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
人

事
院
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用

に
よ
り
通
勤
時
間
が
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ
る
こ
と
又



は
そ
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
通
勤
事
情
の
改
善
が
こ

れ
に
相
当
す
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る

（
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基

通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）

準
）

第
十
二
条

新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等

第
十
三
条

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等

運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済

の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら

的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用

れ
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤

す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
七
条
の
規
定
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る

２

第
七
条
の
規
定
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手

特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て

当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。



３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料

金
等
相
当
額
（
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
料

金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い

金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
普
通

中
「
普
通
交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄

交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
」

道
等
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」

と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関

と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
同
号
イ
中
「
価

等
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
同
項
第
二

額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

号
中
「
運
賃
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
料
金
等
」
と
、

額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
「
運
賃
等
の
」
と
あ

「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す



る
。

（
俸
給
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

（
俸
給
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

第
十
三
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
四
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
住
居
は
、
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

定
め
る
住
居
は
、
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

つ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

つ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄

住
居
と
す
る
。

道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な

い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
院
が
こ
れ
に

準
ず
る
と
認
め
る
住
居
と
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の



イ

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
直
前
の

住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄

道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お

い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該

転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等

（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）

と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣

接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と

新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居



三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

（
新
設
）

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
権
衡
職
員
等
の
範
囲
）

（
権
衡
職
員
等
の
範
囲
）

第
十
四
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
任
用
の
事
情
等

第
十
五
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
任
用
の
事
情
等

を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交

げ
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤

流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ

者
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上

地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ

で
あ
る
も
の
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事

と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場

情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
交
通

合
に
は
当
該
適
用
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤

事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が

時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の

認
め
る
も
の
と
す
る
。

変
更
を
生
ず
る
者
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い

で
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が



六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十

分
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通

勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

（
新
設
）

者
（
検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
給
与
法
第
十
一
条
の

七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ

つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
人
事

交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に

す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者

二

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の

（
新
設
）

勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤



す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に

変
更
を
生
ず
る
職
員

第
十
五
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

第
十
六
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
新
幹
線
鉄

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与

一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

職
員
で
、
当
該
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
当
該
事
由
の

職
員
で
、
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
（
当
該

発
生
の
直
前
の
住
居
（
特
定
住
居
を
含
む
。
）
か
ら

事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い

の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の

て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路



利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例

に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及

と
す
る
も
の
（
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
勤
務
地

び
人
事
院
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
を
含

と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ

む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ

と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を

の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て

生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で

通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る

通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る

六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九

特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

十
分
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し

（
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る

て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
に

地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た

限
る
。
）

こ
と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ

る
場
合
に
は
当
該
事
由
の
発
生
前
の
通
勤
時
間
よ
り

長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等

の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線



鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
も
の
又

は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と

人
事
院
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）

（
削
る
）

イ

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

交
流
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。

ロ

（
略
）

ニ

（
略
）

二

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

二

配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満



同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

い
て
同
じ
。
）
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て

ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た
こ
と
に

は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た

た
職
員
で
、
当
該
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹

こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と

線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基

と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
特
定
住

準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す

居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

例
と
す
る
も
の

三

職
員
又
は
配
偶
者
の
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は

（
新
設
）

在
勤
す
る
官
署
の
移
転
（
配
偶
者
が
職
員
で
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含

む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
と
同
居
し
て
満
十
八
歳
に



達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
職
員
及
び
配
偶
者
の

通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員

で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に

当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後

の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た

め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る

特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の

と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）



四

職
員
又
は
配
偶
者
の
父
母
（
介
護
保
険
法
（
平
成

（
新
設
）

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）

の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣

の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居

（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ

の
近
隣
の
住
居
を
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日

以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の

た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係

る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も

の
（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
あ



り
、
か
つ
、
当
該
父
母
の
介
護
を
行
つ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）

五

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
住
居
」

（
新
設
）

と
は
、
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
転
居
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
事
由
の
発
生
等
」
と
い
う
。
）
の
日
以

後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
等
の

日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
転
居
後
の
住
居
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居



二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

当
該
事
由
の
発
生
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤

す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最
寄

り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居

か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等

に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て

「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線

鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と



新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
官
署
）

（
削
る
）

第
十
七
条

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
官
署
は
、
次
に
掲
げ
る
官
署
と
す
る
。

一

中
部
国
際
空
港
又
は
関
西
国
際
空
港
の
区
域
に
所

在
す
る
勤
務
官
署

二

住
居
を
得
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
島
に
準

ず
る
区
域
に
所
在
す
る
官
署
で
人
事
院
の
定
め
る
も

の



（
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
二

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
条
の

三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り

の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
職

員
二

第
八
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一

箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
給
与
法
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五

千
円
以
下
で
あ
る
職
員

三

第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

（
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）



（
削
る
）

第
十
八
条

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
を
行
う

区
間
は
、
島
等
へ
の
交
通
に
利
用
す
る
橋
等
の
区
間
及

び
そ
れ
に
連
続
す
る
区
間
で
通
常
の
運
賃
に
加
算
さ
れ

る
運
賃
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
並
び
に
当
該
橋

等
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
区
間

と
す
る
。

２

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
橋
等
に
係
る
通
勤

手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
運

賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
普
通

交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
橋
等
の
」
と
、
同
項



第
一
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
橋

等
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

る
の
は
「
橋
等
」
と
、
「
運
賃
等
」
と
あ
る
の
は
「
特

別
運
賃
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関

等
」
と
あ
る
の
は
「
橋
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
支
給
日
等
）

（
支
給
日
等
）

第
十
六
条

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
第
四
項
に

第
十
八
条
の
二

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
第
四

規
定
す
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同

項
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

項
に
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
八
条
第
二
項

又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

第
二
号
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間

二
十
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
等
」
と
い
う
。
）

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給
定

に
係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給
定
日
（
そ
の
月
が
俸

日
（
そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に

給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
月
で
あ



支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
先
の
俸
給
の

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
先
の
俸
給
の
支
給
定
日
。
以
下

支
給
定
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
日
」
と
い

こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す

う
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三

る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い

届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
支
給

等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後

き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に

お
い
て
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当

お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
通

該
翌
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

勤
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後

に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
行
政
機
関
の
休
日
で

な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け



る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

を
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
を

そ
の
際
支
給
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

給
与
法
第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

４

給
与
法
第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

通
勤
手
当
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

通
勤
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
と
し
、

（
第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を

同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
通
勤
手

除
く
。
）
、
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め

当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す

る
額
（
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も

る
。

の
を
除
く
。
）
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給

単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の

合
計
額
（
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た



り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
が
十
五
万

円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手
当
と
し
、
給
与
法

第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う

ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
と
す
る
。

（
削
る
）

一

職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る

も
の
と
し
て
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定

め
る
額
（
同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
負
担

し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第

一
号
に
定
め
る
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃



等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け

る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係

る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

（
削
る
）

二

職
員
が
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び

同
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え

る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該

通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い

支
給
単
位
期
間

（
削
る
）

三

職
員
が
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
も

の
と
し
て
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項



第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等

二
分
の
一
相
当
額
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の

一
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
二
万
円
を
超

え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当

該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
返
納
の
事
由
及
び
額
等
）

（
返
納
の
事
由
及
び
額
等
）

第
十
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
九
条
の
二

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規

定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当
（
一
箇
月
の
支
給
単
位
期

則
で
定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当
（
一
箇
月
の
支
給
単

間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ

位
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
る
職
員



い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
と

に
つ
い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事

す
る
。

由
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

三

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
休
職
に
さ
れ
、
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

り
休
職
に
さ
れ
、
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
派
遣
法
第
二
条
第
一

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
派
遣
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
育
児
休
業
法
第
三
条

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
育
児
休
業
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
交
流
派
遣
を
さ

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
交
流
派
遣
を
さ

れ
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

れ
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、
福
島
復

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、
福
島
復

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し

く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣



さ
れ
、
配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

さ
れ
、
配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
令
和
七
年
国
際
博
覧

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
令
和
七
年
国
際
博
覧

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

さ
れ
、
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

さ
れ
、
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
法
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

除
く
。
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
等
と
な

除
く
。
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
等

つ
た
場
合
」
と
い
う
。
）

と
な
つ
た
場
合
」
と
い
う
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

２

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次



該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五

一

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
（
第
八
条
の

万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

三
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
当

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
給
与
法
第
十
二
条
第
二

項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
つ
た
場

合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

前
項
第
二
号

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道

事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
（
同
号
の
改
定
後

等
（
同
号
の
改
定
後
に
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手

に
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五



当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な

千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
普
通
交

利
用
す
る
全
て
の
普
通
交
通
機
関
等
）
、
同
項
第

通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
）
、
同
項
第
一

一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生

号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ

じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て

た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の

の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き

普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、

通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等
の
払
戻
し
を
、
人

使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等

事
院
の
定
め
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事

及
び
特
別
料
金
等
の
払
戻
し
を
、
人
事
院
の
定
め

由
発
生
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と

る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
由
発
生
月
」

し
て
得
ら
れ
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
払
戻
金
相

と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ

当
額
」
と
い
う
。
）

る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
払
戻
金
相
当
額
」
と
い

う
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）



二

一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五

二

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千

万
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

十
五
万
円
に

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

五
万

事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
等
に
係

五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期

る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関

額
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
普
通
交

等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当

通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
い
ず
れ

額
の
合
計
額
並
び
に
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計

か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間
に
係

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単

る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
零
）

（
削
る
）

ロ

第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に



掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ハ

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
万
五
千
円
に
事

由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全

て
の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当

額
及
び
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ

か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
当
該
期
間
に
係
る
最

後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
削
る
）

３

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法
第

十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定



め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額

（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し

て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た

り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
」
と
い

う
。
）
が
二
万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
事
由
に
係
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
号
の
改
定
後

に
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当

額
等
が
二
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、



そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
）
、

同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事

由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す

る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る

べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別
料
金
等
の
払
戻

し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て

得
ら
れ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
次
号

に
お
い
て
「
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い

う
。
）

ロ

使
用
し
て
い
る
定
期
券
に
通
用
期
間
が
六
箇
月

を
超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る

額

二

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額



等
が
二
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二
万

円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
に

係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又

は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
新
幹
線
鉄

道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
の
い

ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間

に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零
）

ロ

第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ハ
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）

二
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月



か
ら
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す

る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二

分
の
一
相
当
額
及
び
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
当
該
期

間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零
）

ハ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る
額

（
削
る
）

４

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法
第
十
二
条
第

七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
項
第
二



号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

事
由
に
係
る
橋
等
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第

四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
橋
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ

る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別
運
賃
等
の
払
戻

し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得

ら
れ
る
額

二

使
用
し
て
い
る
定
期
券
に
通
用
期
間
が
六
箇
月
を

超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る
額

３

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

５

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
返
納

三
項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
返

に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発
生

納
に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発

月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給
義

生
月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給



務
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

義
務
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
給
与
か
ら
当
該

ろ
に
よ
り
当
該
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と
が

額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

（
支
給
単
位
期
間
）

（
支
給
単
位
期
間
）

第
十
九
条

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
人
事

第
十
九
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る

院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

普
通
交
通
機
関
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
の
区
分

該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
新

新
幹
線
鉄
道
等

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

普
通
交
通
機

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

普
通
交
通
機



関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
に
お
け
る
定
期
券
の
通

関
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
に
お
け
る
定
期

用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
最
も
長
い
も
の
に
相
当

券
の
通
用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
最
も
長
い
も
の

す
る
期
間
。
た
だ
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に

に
相
当
す
る
期
間
。
た
だ
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
又

係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ

は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場

て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係

合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
定
期
券

る
定
期
券
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
定
期
券
が

及
び
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
に
係
る
定
期
券
が

一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当

一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当

該
普
通
交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
幹
線

該
普
通
交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
幹
線

鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤

鉄
道
等
又
は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的

か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関

か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関



等
若
し
く
は
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
第
八
条
第
一
項
第

等
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
橋
等
又
は
第
八
条
第

三
号
の
人
事
院
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

一
箇

一
項
第
三
号
の
人
事
院
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

月

一
箇
月

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
新
幹
線

線
鉄
道
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

鉄
道
等
又
は
橋
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

る
事
由
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す

に
掲
げ
る
事
由
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に

る
事
由
に
限
る
。
）
が
前
項
第
一
号
に
定
め
る
期
間
に

該
当
す
る
事
由
に
限
る
。
）
が
前
項
第
一
号
に
定
め
る

係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
生
ず
る
こ
と
が
当
該
期

期
間
に
係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
生
ず
る
こ
と
が

間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る

当
該
期
間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い
て
明
ら
か

場
合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
属

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る

す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
期
間
に
つ

あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
期

い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に

間
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の



準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
に
準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

第
二
十
条

支
給
単
位
期
間
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規

第
十
九
条
の
四

支
給
単
位
期
間
は
、
第
十
九
条
第
一
項

定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又
は
同

の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定

る
月
か
ら
開
始
す
る
。

さ
れ
る
月
か
ら
開
始
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
支
給
で
き
な
い
場
合
）

（
支
給
で
き
な
い
場
合
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
職
員
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当

額
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
」
と
い
う
。
）
第

八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
六
条

に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い

う
。
）
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う
。



次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道

等
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
次
項
第
二
号
に
お

い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除

く
。
）
に
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支
給
単
位

期
間
等
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一

普
通
交
通
機
関
等
及
び
改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
（
改
正

前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

場
合
の
も
の
に
限
る
。
）

二

改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当

三

改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
除
く
。
）

を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
各



月
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
し
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
）
を
、
支

給
単
位
期
間
を
一
箇
月
と
す
る
通
勤
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正

前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
か
ら

当
該
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
円
）
を
減
じ
て
得
た
額

（
権
衡
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
（
次
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
」
と

い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条

改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者

に
も
適
用
す
る
。



第
五
条

改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る

職
員
と
な
っ
た
者
（
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
当
該
日
以
降
の
転
居
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
も
適
用
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
六
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
（
初
任

八
（
初
任

給

、

昇

給

、

昇

格
、
昇
給

格
、
昇
給

等

の

基

等

の

基

準
）

準
）

規
則
九
―

第
三
条
の
通
勤
届

通
勤
届

届
出
に
係

廃
棄

規
則
九
―

第
三
条
の
通
勤
届

通
勤
届

届
出
に
係

廃
棄

二
四
（
通

る
要
件
を

二
四
（
通

る
要
件
を

勤
手
当
）

具
備
し
な

勤
手
当
）

具
備
し
な

く
な
る
日

く
な
る
日



に
係
る
特

に
係
る
特

定
日
以
後

定
日
以
後

六
年

六
年

第
四
条
第
一
項
の

新
幹
線
鉄
道
等
に
係

確
認
に
係

要
件
の
具
備
を
証

る
特
例
の
支
給
要
件

る
要
件
を

明
す
る
書
類

を
具
備
す
る
か
を
確

具
備
し
な

認
す
る
た
め
の
書
類

く
な
る
日

に
係
る
特

定
日
以
後

六
年

第
四
条
第
二
項
の

通
勤
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

第
四
条
第
二
項
の

通
勤
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

通
勤
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

通
勤
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

な
く
な
る

な
く
な
る

日
に
係
る

日
に
係
る

特
定
日
以

特
定
日
以

後
六
年

後
六
年

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
〇
（
特

三
〇
（
特

殊
勤
務
手

殊
勤
務
手

当
）

当
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略)



（
人
事
院
規
則
一
―
七
九
の
一
部
改
正
）

第
七
条

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等

に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
削
る
）

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
二
四
に
お
け
る
暫
定
再

任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
及
び
第
十
条

削
除

第
九
条

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
暫
定
再
任
用
職
員

の
う
ち
、
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
規
則
九
―
二
四
第
十
六



条
第
一
号
に
規
定
す
る
常
例
に
あ
る
も
の
は
、
給
与
法

第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員

と
す
る
。

一

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
五
年
旧
法
第

八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

（
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
三
又
は
令
和
三
年

改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
令
和
五
年

旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一

条
の
五
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条



第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採

用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

二

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
八
十
一
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
八
十

一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
若
し
く

は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期

が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の

に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

第
十
条

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第



五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退

職
し
た
日
の
翌
日
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
六
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
退
職
し
た

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
し
た
日
（
国
家
公
務
員
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十

一
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。


	　　　附　則

